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日弁連総第４２号 

２００８年１０月２４日 

内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 殿 

日本弁護士連合会 

会長 宮 﨑   誠 

 

勧告書 

 
当連合会は，申立人Ａ，Ｂ及びＣからなされた人権救済申立事件について調

査した結果，下記のとおり勧告します。 
 

第１ 勧告の趣旨 

 
申立人Ａは１９５０年８月２６日に電気通信省（当時）を，申立人Ｂは１

９５０年１０月２６日Ｙ株式会社を，同Ｃは同日Ｚ株式会社を，いずれも，

日本共産党員であることを理由として免職・解雇された。 
これらは特定の思想・信条を理由とする差別的取扱いであり，思想良心の

自由，法の下の平等，結社の自由を侵害するものである（日本国憲法１９条・

１４条１項・２１条１項，世界人権宣言２条１項・７条・２０条１項）。 
申立人らは，上記免職・解雇によって，申立人らに非があるかのように取

り扱われその名誉が害されただけでなく，生活の糧を失うことにより苦しい

生活を強いられるなどの被害を被ってきた。 
このような人権への侵害は，いかなる状況下においても許されるものでは

ないが，１９５２年平和条約発効後は，被害回復措置を容易に行うことがで

きたにもかかわらず，今日まで，これを放置してきたことの責任は重い。 
申立人Ａは国家公務員であり，日本国政府はその人権侵害行為に対し直接

責任を負っている。同時に，民間企業に勤めていた申立人Ｂ及び同Ｃらに対

する解雇についても，上記各会社等が自主的判断の形をとりながら実施した

ものではあったが，それらは連合国最高司令官マッカーサーの指示等に基づ

き，日本政府が支援したものであるから，日本政府にも責任がある。   
よって，当連合会は，国に対し，申立人らが既に高齢であることを鑑みて，

可及的速やかに，申立人の被った被害の回復のために，名誉回復や補償を含

めた適切な措置を講ずるよう勧告する。 

 
第２ 勧告の理由 
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別紙「調査報告書」記載のとおり。 

 
 

以上 
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日弁連総第４２号 

２００８年１０月２４日 

Ｙ株式会社  

 代表取締役・取締役会議長 

会長執行役員（CEO） ● ● ● ● 殿  

代表取締役 

社長執行役員（COO） ● ● ● ● 殿 

日本弁護士連合会 

会長 宮 﨑   誠 

 

勧告書  

 

当連合会は，申立人Ｂからの人権救済申立事件に関して，下記のとおり，勧

告する。 

 

第１ 勧告の趣旨 

 

１９５０年１０月２６日，貴社は，日本共産党員であることを理由として，

申立人を解雇した。 
これは特定の思想・信条を理由とする差別的取扱いであり，思想良心の自

由，法の下の平等，結社の自由を侵害するものである（日本国憲法１９条・

１４条１項・２１条１項，労働基準法３条，世界人権宣言２条１項・７条・

２０条１項）。 
申立人は，上記免職・解雇によって，申立人に非があるかのように取り扱

われ，その名誉が害されただけでなく，生活の糧を失うことにより苦しい生

活を強いられるなどの被害を被ってきた。 
このような人権への侵害は，いかなる状況下においても許されるものでは

ないが，１９５２年平和条約発効後は，被害回復措置を容易に行うことがで

きたにもかかわらず，今日まで，これを放置してきたことの責任は重い。 
よって，当連合会は，貴社に対し，申立人が既に高齢であることを鑑みて，

可及的速やかに，申立人の被った被害の回復のために，名誉回復や補償を含

めた適切な措置を講ずるよう勧告する。 

 
第２ 勧告の理由 

  
別紙「調査報告書」記載のとおり。 

以 上 
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日弁連総第４２号 

２００８年１０月２４日 

 

Ｚ株式会社  

 代表取締役社長（CEO） ● ● ● ● 殿 

 

日本弁護士連合会 

会長 宮 﨑   誠 

 

勧告書  

 

当連合会は，申立人Ｃからの人権救済申立事件に関して，下記のとおり，勧

告する。 

 

第１ 勧告の趣旨 

 

１９５０年１０月２６日，貴社は，日本共産党員であることを理由として，

申立人を解雇した。 
これは特定の思想・信条を理由とする差別的取扱いであり，思想良心の自

由，法の下の平等，結社の自由を侵害するものである（日本国憲法１９条・

１４条１項・２１条１項，労働基準法３条，世界人権宣言２条１項・７条・

２０条１項）。 
申立人は，上記免職・解雇によって，申立人に非があるかのように取り扱

われその名誉が害されただけでなく，生活の糧を失うことにより苦しい生活

を強いられるなどの被害を被ってきた。 
このような人権への侵害は，いかなる状況下においても許されるものでは

ないが，１９５２年平和条約発効後は，被害回復措置を容易に行うことがで

きたにもかかわらず，今日まで，これを放置してきたことの責任は重い。 
よって，当連合会は，貴社に対し，申立人が既に高齢であることを鑑みて，

可及的速やかに，申立人の被った被害の回復のために，名誉回復や補償を含

めた適切な措置を講ずるよう勧告する。 

 
第２ 勧告の理由 

 
別紙「調査報告書」記載のとおり。 

以 上 
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レッド・パージによる解雇に関する 
人権救済申立事件 

調査報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００８年１０月２２日 

日本弁護士連合会 

人権擁護委員会 
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調査報告書 

 

事件名 レッド・パージによる解雇に関する人権救済申立事件（２００４年度第８号） 

受付日 ２００４年４月１２日   

申立人  Ａ・Ｂ・Ｃ 

相手方  国・Ｙ株式会社・Ｚ株式会社 
 
はじめに 
本件は，レッド・パージ（「共産党員とその同調者を公職・企業などから追放すること。

日本では１９４９～１９５０年，ＧＨＱの指令により大規模に行われた追放をいう。赤狩

り。」『広辞苑』による）に関わる人権救済申立事件である。 

当連合会が本件について調査勧告等を行うについては，本件は，事件発生以来６０年近

くが経過し，歴史的な事実となりつつあること，また当時の国内外の特殊な政治情勢や社

会状況に鑑み，多様な要因が存し，すぐれて政治的な問題であったこと等のいくつかの問

題点が指摘される。 

 しかし，たとえどれだけの時が経過しても，未だ被害回復がなされていない重大な人権

侵害事案が存在し，その被害に苦しむ人々が現存し，救済を求める申立が当連合会になさ

れた以上，人権擁護を使命とする当連合会として，これを放置することはできない。この

基本姿勢の下，当連合会は，これまでも，関東大震災における外国人虐殺，治安維持法を

理由にする解雇等，「従軍慰安婦」などの戦後補償問題，ドミニカ移民問題などに関する人

権救済申立事件について調査し，いずれも人権侵害であるとして国等に対し勧告等を行っ

て来た。 

 また，わが国においては過去における重大な人権侵害について，司法救済されることな

く放置されてきたことが少なくない。換言すれば，司法が，人権基準を明らかにして社会

に定着させるという機能を十分に果たさず，その結果，歴史に学び二度と同種の人権侵害

をひきおこさないという社会的合意を未だ築きえていないわが国の人権状況のぜい弱さを

生んでいる。当連合会は司法の一翼を担うものとして，人権の最後の砦たる役割を果たさ

なければならないと考える。 

 さらに，レッド・パージは，憲法で保障された「思想良心の自由」と「結社の自由」と

いう民主主義社会の根幹に関わる問題であり，現在そして今後も，わが国の社会や企業に

おいて鋭く問われ続ける重大な問題である。 

 当連合会は，レッド・パージの要因等について様々な見解があるとしても，またどのよ

うな政治情勢と社会状況にあったとしても，１人１人の市民の「思想良心の自由」と「結

社の自由」は，政治的党派的立場を超え，過去・現在・未来にわたって保障されるべきで

あることについて，関係者のみならず，広く社会の理解を求めるべく，人権擁護の視点に

立って，本調査報告書を作成するものである。 
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第１ 申立の概要 
 １ 申立の趣旨 
   日本政府に対しては，解雇期間を年金加入期間に算入したうえで一般労働者の平均

厚生年金を保障すること，アメリカ政府に対しては，共産主義的破壊分子の排除命令

を撤回し謝罪し名誉を回復すること，相手方各企業に対しては，解雇を取り消し名誉

を回復することをそれぞれ求める。 

 ２ 申立の理由 
  (1) 申立人Ｂは，１９４８年に日本共産党（以下「共産党」という。）に入党。申立人

Ｂの勤め先であるＹ株式会社（以下「Ｙ」という。）は，１９５０年１０月１９日，

６４名の組合員に対し一斉に辞職勧告しその後解雇したが，その中に申立人Ｂも含

まれていた。 

  (2) 申立人Ｃは，１９４７年３月ころ，共産党に入党。Ｃの勤め先であるＺ株式会社（以

下「Ｚ」という。）は，１９５０年１０月２６日，５４名の社員を一斉解雇したが，

その中にＣも含まれていた。 

  (3) 申立人Ａは，１９４９年７月，共産党に入党。Ａは逓信省（後の電気通信省）に採

用され神戸中央電報局で勤務していたところ，１９５０年８月，突然解雇された。 

  (4) 前記各解雇は，いずれも各申立人が日本共産党員（以下「共産党員」という。）で

あることを理由とするものである。したがって，当該解雇は，思想・信条を理由と

する差別的取扱として，思想・良心の自由，法の下の平等に反する。 

 
第２ 照会に対する相手方らの回答 

Ｙは，ＢがＹに在籍していたこと，かつて当該会社でレッド・パージが行われたこ

とは承知しているが，Ｂに対する解雇理由がレッド・パージであることは確認できな

いと回答している。 

Ｚは，Ｃの在職及び退職の事実は確認できるが，解雇理由は不明であると回答して

いる。 

日本郵政公社は，Ａが和田山郵便局（兵庫県）に勤務していた事実は確認できるが，

解雇の時期及び理由は不明であると回答している。日本電信電話株式会社は回答しか

ねる，厚生労働省は把握していない，総務省は当省の所掌に関するものではないとそ

れぞれ回答している。  

 

第３ レッド・パージの経緯（背景事情） 
 １ レッド・パージの始まり 

１９４５年８月１４日，日本はポツダム宣言を受諾し，同年９月２日，降伏文書に

調印をし，占領下での戦後復興が始まる。１９４８年９月に朝鮮民主主義人民共和国
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の成立，１２月に中国人民解放軍の北京入城という緊迫する国際情勢のもとで，日本

の経済復興をめざしたアメリカは，１９４９年には「賃金三原則」「経済安定九原則」

等を発表するなど，インフレ抑制政策（デフレ政策）を行い，そのため，倒産，賃金

遅配，大企業での合理化などがあいついだ1。 

日本政府は，同年４月４日には，「団体等規正令」を公布施行し，これにより法務府

特別審査局（特審局）を設置し，共産党員の届出・登録を要求した（１９５０年３月

現在，１０万８６９２名の共産党員が登録された。なお，これがレッド・パージの対

象者選定に利用されたといわれている）。 

同年７月２２日，日本政府は共産党員及びその同調者を政府機関から排除すること

を閣議決定し，これを同年５月に成立した「行政機関職員定員法」（以下「定員法」と

いう。）に基づく人員整理（行政整理）に含めて行うことが確認され2，中央の各行政機

関や地方公共団体で，共産党員及び同調者の排除が実施されていった3。特審局の資料

によると，行政整理の際に解雇された共産党員及びその同調者は合計１万０９３０名

であるとされている4。 

また，民間企業でも「経済安定九原則」等のもとで大規模な人員整理が行われたが

（企業整備），その中でも共産党員及びその同調者であるとの理由でそれらの者の排除

が行われた5。企業整備の対象企業は，労働省が１９５０年に作成した資料によれば，

４３社，対象者は５万７７２５名であり，そのうち共産党員は２６１６名，その同調

者は５２９名と報告されている6。 

２ レッド・パージの拡大－公共的報道機関への広がり 

(1) マッカーサーの憲法記念日の声明（１９５０年５月３日） 

連合国最高司令官マッカーサーは，１９５０年５月３日の憲法記念日における声

明（以下「５月３日付声明」という。）で共産党の党名をあげて同党を非難し，共産

主義者の排除の意向を表明した。 

(2)マッカーサーの吉田首相宛書簡（１９５０年６月６日～７月１８日） 

マッカーサーは，同年６月６日付吉田首相宛書簡（以下「６月６日付書簡」とい

う。）で共産党中央委員２４名の公職からの追放を，次いで翌７日付吉田首相宛書簡

（以下「６月７日付書簡」という。）で共産党中央機関紙「アカハタ」の編集責任者

１７人の追放を，朝鮮戦争が勃発した翌日である２６日付吉田首相宛の書簡（以下

「６月２６日付書簡」という。）で「アカハタ」の３０日間発行停止を，同年７月１
                                                  
1 田中二郎他編「戦後政治裁判史録」４６５頁以下 
2 GHQ/SCAP Records GS(B)-00991。GHQ/SCAP Records とは，米国国立公文書館に所蔵されている連合国最高司令
官総司令部文書。国立国会図書館がマイクロフイルム化し保管している。 
3 横浜市・香川県の各職員の解雇について東京都不当解雇反対同盟編「闘いの火は消えない」１５２頁乃至１５５頁。
高橋昭夫「証言・北海道戦後史」北海道新聞社など。 
4 昭和２５年８月所謂特殊官庁グループに関する報告（国立教育研究所所蔵「戦後教育資料」Ⅳ―３２） 
5 総評「総評十年史」１５４頁。日経連「日経連三〇年史」２４４頁。労働省編「資料労働運動史」昭和２５年版１０
７９頁。竹前英治「アメリカ対日労働政策の研究」２４３頁・２４５頁。 
6 日本経営者団体連盟事務局編「レッド・パージの経過並びに関係資料」昭和３２年８月１４９頁。 
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８日付吉田首相宛書簡（以下「７月１８日付書簡」という。）でアカハタ及びその後

継紙並びにその同類紙の発行に対し課せられた停刊措置を無制限に継続することを

指令した。 

  (3) ネピア中佐と新聞各社と放送協会の社長等との会談（１９５０年７月２４日） 

    ７月２４日，連合国最高司令官総司令部（ＧＨＱ/ＳＣＡＰ。以下「ＧＨＱ」とい

う。）民政局公職適格審査課のネピア中佐は，新聞各社と放送協会の社長，会長ら経

営者を集めた場で，マッカーサーのアカハタに関する書簡に基づき，各経営者の責

任で社内の共産党員及びその同調者を全部追い出すこと，ＧＨＱは背後から支援す

ることなどを伝えた。それを受けて，同月２８日，新聞・通信・放送関係のレッド・

パージが行われた。 

(4) 大橋武夫法務総裁の答弁（１９５０年７月３１日） 

同年７月３１日，参議院本会議において，前記報道機関のレッド・パージは「経

営者諸君の自主的な判断に基づく処置」として「法律上きわめて理由あるもの」で

あり「全幅的に賛意を表する」と同時に，これらの措置が「憲法違反となるという

がごときは，絶対にあり得る筈はない」と答弁している。また，同日行われた衆議

院法務委員会においても同様の答弁をした7。 

３ レッド・パージのさらなる拡大－民間重要産業への広がり 
(1) エーミスと民間企業労使との会談（１９５０年９月２５日） 

その後，８月２６日には電機産業，同月２８日には結核予防会，９月１２日には

映画界などと，レッド・パージは他の産業へと波及していく。 

９月２５日，ＧＨＱ経済局労働課長エーミス（以下「エーミス」という。）は，民

間企業の１０大産業（石炭，金属・鉱山，造船，鉄鋼，自動車，私鉄，電機，重機

械，銀行，化学）の労使代表を招き，また，翌２６日には私鉄経営者協会と会談し，

経営者等の判断で民間企業から共産主義者を排除するよう述べている。 

  (2) 日本経営者団体連盟「赤色分子排除対策について」（１９５０年１０月２日） 

ＧＨＱからの指示に呼応して，日本経営者団体連盟は，１０月２日，「赤色分子排

除対策について」と題する文書を作成したが，その中には，速やかに「破壊的赤色

分子」を徹底的に排除すること等を基本方針とすることや，排除対象者の選定方法・

事前準備等について詳細な記述がなされている8。日経連は，この文書を傘下の経営

者に発し，各経営者はこれに基づき，概ね上記文書に基づきレッド・パージに臨ん

だ9。 

  (3) 兵庫県経営者協会緊急役員会の開催（１９５０年１０月１０日） 

兵庫県においては，１０月１０日，兵庫県経営者協会が日経連の指示を受けて「民

                                                  
7 １９５０年８月１日付大阪朝日新聞朝刊。 
8 日本経営者団体連盟事務局・前掲書２４頁以下。 
9 日本経営者団体連盟事務局・前掲書２４頁。 
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間企業からの赤追放問題」について緊急役員会を開催している。そこでは，エーミ

ス労働課長の前記談話，日本経営者団体連盟からの情報などについて協議をし，１

０月中に兵庫県下の造船，鉄鋼，機械金属，電鉄など重大基幹産業から共産党員及

びその同調者を追放することを申し合わせたと報道されている10。 

(4) 労働省労政局長通牒（１９５０年１０月９日） 

上記の流れに呼応して，８月２３日，大橋法務総裁と岡崎官房長官が公務員のレ

ッド・パージについて協議をし，「国家公務員は国家公務員法第７８条第３号を適用

する」等の方針を決めた11。さらに，９月５日には「共産主義者等の公職からの排除

に関する件」が閣議決定され，９月１１日には各省次官宛通達として「脱党者取扱

要領」と「次官会議に諮るべき事項」が「閣議決定に伴う次官会議の申し合わせ」

として内閣官房副長官から出され，９月１２日には「共産主義者等の公職からの排

除に関する件」が閣議了解された。 

また，民間企業のレッド・パージに関しては，労働省労政局長通牒「企業内にお

ける共産主義的破壊分子の排除について」（１０月９日）を各都道府県知事宛に出し

ている。  

その中で，日本政府は，レッド・パージに関する労政行政の基本的態度として，「経

営者が自己の企業を破壊から防衛するための措置」であり，「その限りにおいては憲

法，労組法，労基法その他の法令に違反するものとは解されない。」と述べる一方で，

その行き過ぎに配慮し，レッド・パージは，「企業防衛上必要な範囲」に限定するよ

う述べている12。    

(5) 保利茂労働大臣の見解（１９５０年１０月１１日） 

１０月１１日に開かれた全国労働委員会連絡協議会の席で，当時の保利茂労働大

臣は，共産党は合法政党であるといいながら，「『暴力をもって日本の立憲政治を転

覆するのに都合の良い状態を作り出すような社会不安をひき起こそうと企ててい

る』政党である」とし，使用者が企業防衛のために，自己の責任で共産党員を整理

しても，それは労働基準法第３条にいうところのいわゆる「信条を理由として，労

働条件に差別をつけたもの」とは解釈し得ないと述べている。 

 ４ 小括 
   以上のレッド・パージの経緯をふまえその要点をまとめると，次のようになる。 

  (1) ＧＨＱ 

ＧＨＱは，民間企業のレッド・パージに関しては，あくまでも建前上は各企業と

労働組合とが自主的に実施すべきものであるとの態度をとっていた。しかし，実際

にはことあるごとにレッド・パージを推進するように指示し，さらにはＣＩＣがレ

                                                  
10 １９５０年１０月１１日付神戸新聞。 
11 労働一年誌－中央労働時報別冊。 
12 労働省「資料労働運動史昭和２５年版」８８６頁。 



※本勧告書は、ホームページへの掲載に当たって、申立人や相手方を含む関係者氏名等の
表記等を加工しております。 

7 
 

ッド・パージの対象者リストを作成し提示するなど，レッド・パージの遂行に直接

的に関与していた例もあった。 

(2) 日本政府 

レッド・パージが行われる最初の契機はＧＨＱの指示があるとしても，日本政府

内部にもレッド・パージを推し進める傾向があり，ＧＨＱの指示を積極的に受容す

る下地があった。そのため，日本政府は，ＧＨＱの指示にやむを得ず応じたのでは

なく，むしろＧＨＱの権威を利用して積極的にレッド・パージを推進してきたとい

うことができる。  

(3) 企業 

企業は，日本経営者団体連盟が前記「赤色分子排除対策について」の方針を策定

していたこと，兵庫県経営者協会も前記のとおりエーミスの談話，日経連からの指

示に基づき１０月中にレッド・パージを行うことを申し合わせていること，労働省

労政局長通牒が企業によるレッド・パージの行き過ぎを懸念していたことなど，む

しろ積極的にレッド・パージを推進していたことが認められる。 

その結果，前記マッカーサー書簡以降のレッド・パージに参加した民間企業は，

１９５０年１２月１０日現在の労働省調査（前出注６「レッド・パージの経過並び

に関係資料」１０頁）で，合計５３７社，被解雇者は１万０９７２名という厖大な

数にのぼることとなった13。 

このように当時は占領下であり，一般的には各企業はＧＨＱの指示に対して従わ

ざるをえない立場にあったとはいえ，レッド・パージの実情は，各企業が望んでい

なかったのにやむを得ずＧＨＱの指示に従ったというのではなく，むしろＧＨＱの

権威を利用して，率先して遂行してきたものと判断される。もし各企業がＧＨＱの

指示に従いやむを得ずレッド・パージを行ったのであれば，１９５２年４月２８日

の占領終了・主権回復後，自主的にレッド・パージを清算し被解雇者の地位と名誉

の回復措置をとる企業が相当数出てきたはずである。しかし，数件の例を除き14，資

料上は救済した事例は見出せない。大多数の企業で救済事例が認められないことか

らしても，企業が必ずしも不本意にレッド・パージ解雇を実施したのではないと推

認せざるをえない。 

なお，本件におけるＺもＹもレッド・パージ解雇後に社長声明を発出し，企業存立

維持等のため解雇した旨の積極姿勢を強調しており，占領終了・主権回復後、被解

雇者の地位と名誉の回復措置を行っていない。 

                                                  
13 新聞放送（５０社）７０４名，電気産業（１０社）２１３７名，映画（３社）１１３名，日通（１社）５１５名，
石炭（６６社）２０２０名，金属鉱山（１８社）３０２名，石油（６社）９１名，私鉄（３７社）５２５名，車両（７
社）９４名，造船（１９社）６０１名，鉄鋼（４８社）１００２名，自動車（１８社）１４７名，印刷出版（１２社）
１６０名，電工（２１社）３８１名，化学（１２２社）１４１０名，機器（４９社）４３８名，電線（４社）３１名，
非鉄金属（６社）４６名，食糧（２社）１５名，繊維（２０社）１４４名，医療（２社）４６名，木材（５社）１１名，
銀行（７社）２０名，生保（４社）１９名。 
14 「爾後共産党に関係しない」誓約書提出を条件として復職を認めた例（明神勲「教員レッドパージ裁判の検討」（二・
完）・釧路論集第１３号別冊２４頁）など。 
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第４ 認定した事実 
 １ Ｂについて 

Ｂは，１９４７年７月１０日からＹ尼崎工場（兵庫県）で工員として働き始めた。

１９４８年１０月，共産党に入党15。１９４９年からＹ尼崎労組副執行委員長であった。

Ｙは，１９５０年１０月１９日，尼崎労働組合員５名を含む６４名の組合員に対し辞

職を勧告し（以下「本件辞職勧告」という。），勧告に応じない者に対し同月２６日付

けで解雇した。当該解雇者の中にはＢが含まれている16。当該解雇について，関係者ら

は，レッド・パージの一環として行われたものであるとしていること17，Ｂには，具体

的な企業活動の妨害行為は認められない（当時の資料―社史，労組史，行政側資料，

新聞報道等―を見ても，個々の党員の具体的な妨害行為等について指摘したものは見

出せないうえ，当時，政府，企業も，申立人個々の具体的行為について何らの指摘も

していない）ことから，Ｂは，共産党員であることを理由に辞職勧告を受け，それを

拒否したが故に同月２６日付けで解雇されたものであると認めるのが相当である。 

 ２ Ｃについて 
   Ｃは，１９４７年３月，共産党に入党18。同年６月１０日ころＺに採用された19。Ｚ

は，１９５０年１０月２５日付書面でＣが所属するＺ葺合工場３７名（組合員３６名，

職員１名）を含む５４名に対し２６日付で解雇した20。当該解雇者の中にはＣが含まれ

ていた。当該解雇について，関係者らは，レッド・パージの一環として行われたもの

であるとしていること21，Ｃには，具体的な企業活動の妨害行為は認められない（当時

                                                  
15 「五十年党員証」 
16 １９５０年１０月２０日付神戸新聞は，「尼崎工場では…Ｂ現副執行委員長を含む五名の解雇を１９日午後一時発表
した」「なお尼崎工場街ではレッド・パージとして約二十工場が対象となっており…」などと報道している。 
17 Ｙ労働組合が編集した組合史「Ｙ労・２５年のあゆみ」３６頁は，本件辞職勧告が「『レッド・パージ』の通告」で
あると明記し，Ｙ社長Ｗ氏（当時）が本件辞職勧告と同時に出された「別掲の社長声明」を掲載している。同声明には
本件辞職勧告が「新聞紙上その他で，諸君が既に承知せられているような一般情勢の変化」に伴いとられたものであり，
それは「企業の存立を危うくし，またその機能を破壊し，若しくは企業の社会的使命の遂行を阻害するもの及びそれに
同調するもの並びにこれ等のおそれのあるものを排除する趣旨にでたもの」であると記されている。また，Ｙの社史「Ｙ
株式会社」５５６頁には，本件辞職勧告により「極左分子６４名」を排除したと記されている。また，財団法人兵庫県
文化協会編「兵庫県労働運動史 戦後１」８２３頁には，「占領軍によるこの事実上の命令によって，県下の各企業でレ
ッド・パージが実施された。…尼崎地方について，その実施状況をみるとつぎのとおりである（労政課資料）。その実態
は実施計画にそったことが明らかである。一，Ｙ １０月１９日，５名（１０月１９日，組合へ通告と同時に個人へ通
告）１名受諾，４名拒否」と記されている。 
18 「五十年党員証」 
19 「健康保険被保険者証」・「労働者カード」（Ｚ保存） 
20 「通告書」及び「休業命令書」（１９５０年１０月２５日付）  
21 １９５０年１０月２６日付神戸新聞朝刊は「五十四名に引導 Ｚの赤追放」の見出しの下，同月２５日に「共産党員
及び同調者五十四名」に退職勧告を行ったと報道している。また，労働組合編「苦節５３年阪神労組の足跡」には「レ
ッド・パージ」と明記された箇所に「Ｚでは，１０月２５日，各工場ごとに該当者に対し通告するとともに，それぞれ
の組合に特別整理に関する通告書を手交した。各工場の特別整理の員数は，葺合工場３７名（うち職員１名）を最高に
…合計５４名が解雇された。」と記されている。また，「Ｚ労働運動史」には，「葺合工場労働組合は一〇月二八日に理事
会を開催し，『今回の特別整理を世上一般に考えられている赤色追放であるとして認め，やむを得ざる高次な政治的措置
であるとして会社の責任と権限を認めざるを得ない』と決定…」と記されている。また，Ｚ社長Ｎ氏（当時）が当該解
雇に関して公表した「従業員諸君に告ぐ」と題する文書の中で，「会社外部の破壊的，反社会的勢力と結んで陰に陽にそ
の指示の下に行動し，又はそれらの者に同調して煽動を事とし他の従業員に悪影響を与えようとし，或いは会社業務の
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の資料―社史，労組史，行政側資料，新聞報道等―を見ても，個々の党員の具体的な

妨害行為等について指摘したものは見出せないうえ，当時，政府，企業も，申立人個々

の具体的行為について何らの指摘もしていない）こと22から，Ｃは，共産党員であるこ

とを理由に解雇されたものであると認めるのが相当である。 

なお，Ｃには，１９５６年８月２５日ころ，上記解雇について他の１７名とともに

Ｚとの間で和解が成立し，各自に対して「生活補給金」名目で５万円が支払われてい

る23。 

 ３ Ａについて 
  (1) Ａは，１９４５年１１月７日，大阪逓信講習所京都支所電信科普通部に入所と同時

に逓信省に入省。その後，和田山郵便局職員，同講習所高等部電信科を経て神戸中

央電報局に勤務。１９４９年労働組合執行委員に就任。同年７月，共産党へ入党24。

同年末ころ全逓神戸中央電報局情宣部長へ就任した。 

    Ａは，１９５０年８月２６日ないし２９日，神戸市電報局労組執行委員Ｄら３名

とともに「不法集団交渉首謀者」「職場離脱，業務命令違反」の名目で公務員法７８

条により免職処分を受けた25。 

  (2) 国家公務員に対するレッド・パージは，前述したとおり，ＧＨＱの指示により，１

９４９年５月から実施されたいわゆる「行政整理」の中でも行われてきた。日本政

府は，同年７月２２日の閣議において公務員に対するレッド・パージの方針を決定

し，「官庁業務の正常な運営を害するおそれのある」共産党員又はその同調者を「行

政整理」に含ませて追放することを確認した26。 

当時の新聞報道等によれば，１９５０年８月に入ると，日本政府は国家公務員の

「赤色分子」の動向について調査を進め，すでに追放者リスト作成も相当進み，同

月２３日には大橋法務総裁と岡崎官房長官の協議で「公共性を有する事業の中にお

いては共産党員及びその同調者は現状からみて不適格者である。」との基本方針を内

定し，適用法規については国家公務員法７８条３号を適用することなどで意見が一

                                                                                                                                                  
円滑な運営を拒み企業の再建を妨害しようとする者が見受けられた」ことから「最近の客観情勢の変化に鑑み種々の事
情を考え合わせた結果」企業防衛のために解雇したと述べている（三宅明正著「レッド・パージとは何かー日本占領の
影」大月書店１０３頁）。 
22 当時組合から解雇理由を問われた際に会社側は「特別なかけはなれた根拠に基づいて処置」をとったこと，「関係当
局の重大な示唆によって会社は独自の立場にたってやった」と答えている（三宅明正・前掲書１０５頁）。会社からはＣ
の非違行為に対する具体的な指摘はない。 
23 昭和３１年８月２５日付契約書，同日付領収書。 
24 ５０年党員証。 
25 １９５０年８月３０日付神戸新聞には「労組役員四名を懲戒免職 神戸電報局 職場離脱で」，「神戸市電報局では二
十九日午前九時同局労組執行委員Ｄ，同Ａ，同Ｅ，同Ｆの四氏に対し職場離脱，業務命令違反の名目で公務員法七八条
を適用，懲戒免職を田中職務長から言渡したが，同労組ではこれを拒否し同日午後一時から緊急職場大会を開き対策を
講じた。」との報道がされている。また，１９５９年発行の「神戸中電」（神戸中央電報局発行）には「昭和２５年８月
２６日，不法集団交渉首謀者４名解雇，１１月，Ｒ．Ｐ該当者１３名解雇」と記載がなされている。 
26 田中二郎他編「戦後政治裁判史禄１」第一法規４６６頁・明神勲「レッドパージの研究の意義」北海道教育大学釧路
校研究紀要第３８号別冊７２頁。 
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致し，９月１日には閣議において「赤追放の基本方針を異議なく可決」し27，同月５

日付閣議決定として公表された。 

このように国家公務員に対するレッド・パージのうち，文字通り公然たるレッド・

パージは１９５０年９月５日の閣議以降に着手された大量解職であるが，それ以前に

も，１９４９年５月頃からの行政整理の名の下に同年７月２２日の閣議に基づき多数

の公務員に対するレッド・パージが行われていたうえ，政府は，１９５０年６月・７

月のマッカーサー書簡に呼応して，遅くとも同年８月２３日の大橋法務総裁と岡崎官

房長官の協議により，国家公務員に対する公然たるレッド・パージを「国家公務員法

第７８条第３号（適格性欠如）」を適用して実行するとの方針を事実上決定し，翌２

４日にはその方針が広く国内に新聞報道されていたことが認められる。しかも，政府

は，遅くとも１９５０年８月時点で，電通省の共産党員及び同調者を相当程度把握し

ていた28。 

かかる背景のもとでＡの解雇を見ると，まず時期的に前記の大橋法務総裁と岡崎

官房長官の協議による公然たる国家公務員レッド・パージ報道がなされた直後であり，

国家公務員法７８条が適用されており大橋法務総裁と岡崎官房長官の協議と符合す

る。しかも職場離脱・業務命令違反の名目で懲戒解雇と報道され社史に不法集団交渉

首謀と記載されていながらその具体的事実がいずれも記載されておらず，服務規律違

反など非違行為に基づく懲戒解雇に適用されるべき国家公務員法８２条が適用され

ていない。さらに神戸中電においてに，１９４７年後半に職場離脱闘争（集団欠勤戦

術）が行われた事実はあるが，１９４８年４月１６日に一応の収束をみており29，Ａ

が神戸中電に配属されたのは，その後の同月３０日であるから，同人が神戸中電集団

欠勤戦術に関係したものとは考えられない。さらに１９５０年の全逓新聞30にも神戸

中電での職場離脱闘争や不法集団交渉の報道は見出せない。 

したがって，本件解雇当時，Ａが職場離脱等をした事実は無く，解雇通告をした

Ｔ局長からも職場離脱等が理由であると告げられたことは無い，とのＡ及び申立外Ｆ

の陳述は信用でき，他にこの認定を覆す資料はない。 

よって，神戸新聞が記述するとおり「職場離脱，業務命令違反」は文字通り「名

目」にすぎず，不法集団交渉を首謀したと認定しうる根拠もなく，Ａに対する解雇

                                                  
27 １９５０年８月６日付大阪朝日新聞，同月２３日付大阪朝日新聞，同月２４日付大阪朝日新聞，同年９月２日付大阪
朝日新聞。 
28 法務府特別審査局『昭和２５年８月所謂特殊グループに関する報告』（国立教育研究所所蔵『戦後教育資料』Ⅳ－３
２）によれば，「電気通信省 レッドＡ９１７名，Ｃ１４７１名」との記載がある（平田哲男「１９４９年レッドパージ
の方針と実態」（『大原社会問題研究所雑誌』第３６７号１９８９年６月，三宅明正「レッド・パージとは何か」大月書
店３９頁）。 
29 財団法人兵庫県文化協会（兵庫県の外郭団体）１９８３年発行「兵庫県労働運動史戦後１」４９９頁以下。 
30 １９５０年１月５日付全逓新聞によると，「不公平な増対費配分，各地の職場に不満おこる」として，神戸電報局で
は労組の交渉により増対費（生活補給金）を職階制により差異を設けず民主的一律配分を確保したこと，同年６月５日
付によると，「増対費現金で，神戸市内電通各支部たつ」として，神戸電報局で増対費の現金支給と寮費値上反対を求め
て労組員が所長交渉を求めたこと，同年６月２７日付によると，「近畿電通，増対費の不正５００万円か？組合側質問状
で追及」として，洋傘による現物支給を批判し，原価との差額の不正取得疑惑に公開質問状を提出し交渉に入った旨，
各報道されているが，職場放棄や集団欠勤闘争（１９４７年８月４日付全逓新聞）がなされた旨の報道は見出せない。 
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処分は，まさに国家公務員法７８条３号を適用したレッド・パージ解雇と認めるの

が相当である。 

 

第５ 人権侵害性 
 １ 申立人らの人権－思想良心の自由・法の下の平等・結社に参加する自由 
  (1) 申立人らには，「思想・良心の自由」「法の下の平等」として共産主義の思想・信

条を有していることを理由に不利益的取扱を受けない権利がある（日本国憲法１４

条１項・１９条，労働基準法３条，世界人権宣言２条１項・１８条，市民的及び政

治的権利に関する国際規約〔自由権規約〕１８条１項・２６条）。 

また，申立人らには，「結社に参加する自由」として，共産党に参加することによ

り不利益的取扱を受けない権利がある（日本国憲法２１条１項，労働基準法３条、

世界人権宣言２０条１項，自由権規約２２条１項）。 

  (2) 現行憲法において，思想・良心の自由（１９条），結社の自由（２１条１項）は，

個人の尊厳の直結するものとして保障されている。これらの人権をはじめとする「日

本国憲法における人権宣言は，明治憲法の『外見的人権宣言』とは異なり，…『人

間の尊厳』に由来する自然権的な権利として保障している」（芦部信喜「憲法」新版・

補訂版 岩波書店７８頁）。これは，現行憲法の保障する人権が，憲法や天皇から恩

恵として与えられたものではなく，人間であることにより当然に有するとされる権

利であることを意味する。日本国憲法が，人権を，「信託されたもの」（９７条），「現

在及び将来の国民に与へられる」もの（１１条）と規定しているのは，この趣旨を

表している。「与へられる」とは，天，造物主（神），自然から信託ないし付与され

たもの，ということを意味し，人間が生まれながらに有することをいうものである

（芦部前掲書７８頁）。 

    この人権の固有性の考え方の淵源は，１７７６年のアメリカ独立宣言，すなわち，

「すべての人間は平等に作られ，造物主によって一定の譲り渡すことのできない権

利を与えられており，そのなかには生命，自由および幸福の追求が含まれている…」

という宣言などに求められ，国際人権規約（社会権規約と自由権規約）前文にも，

人権が「人間の固有の尊厳に由来する」ものと宣言している。 

    以上のように考えると，基本的人権とは，人間が社会を構成する自立的な個人と

して自由と生存を確保し，その尊厳性を維持するため，それに必要な一定の権利が

当然に人間に固有するものであることを前提として認め，そのように憲法以前に成

立していると考えられる権利を憲法が実定的な法的権利として確認したもの，とい

うことができる（芦部前掲書８０頁）。 

  (3) また，基本的人権は，個人の尊厳原理を軸に自然権思想を背景として実定化された

もので，その価値は実定法秩序の最高の価値であり，公法・私法を包括した全法秩

序の基本原則であって，すべての法領域に妥当すべきものであるから，憲法の人権
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規定は私人による人権侵害に対しても何らかの形で適用されなければならない（芦

部前掲書１０６頁）。 

労働基準法３条は，「使用者は，労働者の国籍，信条又は社会的身分を理由として，

賃金，労働時間その他の労働条件について，差別的取扱をしてはならない。」と定め，

「信条」による「差別的取扱」を禁じているは，まさに，使用者と労働者間におい

て思想・良心の自由，法の下の平等を保障しようとしたものである。 

 ２ 申立人らに対する人権侵害 
上記で認定したように，申立人ら個々人には，労働組合活動を行った以外に具体的

な企業活動の妨害行為は認められない31。 

当時の共産党の活動をどのように評価するのかに関わらず，申立人らが暴力により

企業活動を妨害する具体的行動をしておらず，その具体的な危険性も認められないこ

とからすれば，政府が述べるように「日本の立憲政治を転覆することを企てている政

党」に所属しているという理由のみで，企業にとって危険性があると判断をして解雇

することは許されないと言える。 

一般に，結社の自由といえども一定の内在的制約に服する。「憲法秩序の基礎を暴

力により破壊することを目的とする結社」も保障の対象にならないと抽象的にはいえ

ると説かれることもある。しかし，「憲法秩序の基礎」という過度に広汎で不明確な

原則を持ち出して結社の自由を規制する試みは，規制の対象，理由，方法，時期など

の如何にもよるが，一般的には，かえって憲法を支える立憲民主主義の崩壊につなが

るおそれが大きいと指摘されている（芦部前掲書１９８頁）。 

本件では「日本の立憲政治を転覆することを企てている」ということを解雇の根拠

としているが，「日本の立憲政治」なる概念も「憲法秩序の基礎」同様に過度に広汎

で不明確な原則である。したがって，それを持ち出して，企業破壊の具体的な危険性

がないにもかかわらず，当時においても合法政党とされていた32共産党に所属してい

                                                  
31 政府，日経連は，「共産党員又は同調者」と認めた者を解雇することを指示，支援し，これを受けてＹは，「企業の

存立を危うくし，またその機能を破壊し，若しくは企業の社会的使命の遂行を阻害するもの及びそれに同調するもの並

びにこれ等のおそれのあるものを排除する趣旨にでたもの」と声明した（前掲注３）。Ｚも，「鉄鋼業の公共性に対する

自覚に欠けたる者，外部からの指令をうけて煽動をなしたり，悪い影響を与えることを行っているもの又は支援及び協

力をしたものに対しては事業の発展を妨げるものとして処置をする。」と会社通告書に述べ（「Ｚ労働運動史・昭和２５

年度編」Ｚ株式会社労政部１８頁），組合からの質問に対し「破壊的勢力とは共産党員，偽装的脱党者，秘密党員，同調

者である。」と回答しており，個々人の具体的事実の質問に対しては回答を避けている（同１９頁）。 
電通省の後身である日本電電公社は，１９５０年１１月１０日付けで免職処分にされた旧電気通信省の職員が提起し

た雇用関係不存在確認請求事件において，「原告らが共産主義者として日本共産党の同調者であることは，同人らも認め

ているところから明らかであり，そうだとすると，同人らの具体的行動の如何をせんさくするまでもなく，同人らは前

記指示による排除の対象者として，国家公務員法７８条３号の『その他その官職に必要な適格性を欠く場合』に該当す

るから，同条項により免職処分がなされた。」と主張しており（東京地裁昭和４４年６月５日判決判例時報５６１号３１

頁），個々の具体的な非違行為のゆえの解雇ではないことを明らかにしている。 

そして，最高裁判所はレッド・パージ解雇を，そのような具体的非違行為によらざる解雇を超憲法的処置として認め

た（注 35）。 
32 殖田法務総裁は１９４９年４月８日の衆議院法務委員会にて，「日本共産党は，わが憲法の上におきまして立派に認
められておる政党でありまして，反民主主義的であるわけはないと考えております」と答弁している（同委員会議録第
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るということのみで解雇することは，当該解雇を正当化する理由とはなり得ず，むし

ろ端的に特定の団体の所属していることを理由に差別的取り扱いをしたといえるの

であり，結社の自由の侵害となる33。 

しかも，当該団体が政党の場合，その団体に所属していることは，その者の思想信

条と密接不可分な関係にある。したがって，共産党が「日本の立憲主義」を暴力で覆

すことを企てているとして，当該政党に所属していることを理由として解雇すること

は，結社の自由の侵害とともに，前記のとおり，特定の思想を有していることを理由

とする差別的取り扱いになることは否定できないのであり，思想良心の自由の侵害と

いえる。 

ましてや，当該政党の党員ではないがその同調者である者に対しても排除すると

いうのは，同調者とそうでない者との区別がきわめて曖昧なことからもさらに問題

は深刻である。 

(3) 申立人らは，職場で企業等に対する具体的な破壊活動を行っていたと認められない。

それにもかかわらず，共産党に所属していることのみを理由に申立人らを解雇する

ことは，思想良心の自由，法の下の平等，結社に参加する自由の侵害となる。 

３ 占領下の人権侵害と平和条約締結後救済を怠っていることの責任 

(1) 連合国による日本の占領下では日本政府及び各企業は，マッカーサー指令に従わざ

るを得ない立場に置かれていたことは間違いがない。そしてレッド・パージは，一

般的にＧＨＱの指示にもとづいて実施されたものとされている。 

しかし，上記したように，レッド・パージが行われる契機はＧＨＱの指示がある

としても，日本政府や企業自身も，レッド・パージを積極的に推し進めようとして

きたことが認められる。その結果，2 万人を超える人たちがレッド・パージの対象と

なっている。また，一般的にレッド・パージの根拠とされるマッカーサー書簡（上

記第３項２（２）参照）は，直接，重要産業等を対象としたものではなく，それ以

外に，レッド・パージを指示する書簡等は存在しない。それゆえ，「マッカーサーの

具体的指示があった」とする根拠については，当時より論争があり34，裁判例も分か

れている35。ちなみに，大学においては，大学から共産党員ないしはその同調者であ

る大学教授等を排除するよう日本政府からの強い要請があったにもかかわらず，そ

                                                                                                                                                  
５号）。 
33 なお，教員レッド・パージに関する事案に関し，福岡高裁昭和２９年１２月２８日判決は，「日本共産党は…『日本
国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体』には必ずしも該当しないと解さ
れるから，日本共産党員であることの一事を以て直ちに…教員たる適格を有せず，その他教員としての職に当たらしむ
るを不相当とする相当の理由ありとなすことはできない」と判示している。 
34 石井照久「レッド・パージと日本の裁判権」季刊日本管理法令研究３２号３０頁以下。東大労働法研究会〔保原喜志
夫〕「労働判例研究」ジュリスト２４７号８０頁など。 
35 マッカーサー書簡が重要産業に及ぶとする判決として昭和２７年４月２日最高裁大法廷決定民集６巻４号３８７頁
（共同通信解雇事件）・昭和３５年４月１８日最高裁大法廷決定民集第１４巻６号９０５頁（中外製薬最高裁決定）など，
重要産業に及ばないとする判決として昭和３５年５月１０日大阪地裁判決判例時報２３２号３０頁，昭和３５年７月３
０日大阪地裁判決労民集１１巻４号８１３頁，昭和３７年１０月３１日大阪高裁判決判例時報３２４号３４頁，昭和３
８年９月１９日神戸地裁竜野支部判決労民集１４巻５号１１８１頁など。 
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れを拒否した結果，当時においても他の分野に比べて比較的レッド・パージが実施

されなかったといわれているケースもある36。 

したがって，レッド・パージを行わないとの選択が，占領下といえども現実的に

全く不可能であったとまではいえないものと思われる。 

(2) そもそも思想・良心の自由，法の下の平等は，前記のとおり，『人間の尊厳』に由

来する自然権的な権利として保障されているものである。それゆえ，思想・良心の

自由，法の下の平等は，連合国最高司令官をも規制する上位規範といえるのであり，

連合国最高司令官といえども，思想・良心の自由，法の下の平等を侵害してはなら

ないとの制約を受ける37。 

したがって，思想・良心の自由，法の下の平等を侵害する指示は法的効力を有し

ない。 

さらに言えば，「降伏後の対日基本政策」には，連合国最高司令官の権限は「降伏

条項を実施し並びに日本国の占領及び管理の遂行のために確立された政策」を実施

するために認められるとともに，その限度の範囲に限定されると定められている。 

日本管理の指針であるポツダム宣言には，日本に対して「思想ノ自由」の確立を

求め，「降伏後における米国の初期の対日方針」でも「政治的見解ヲ理由ニ差別待遇

ヲ規定スル法律」等の廃止を求めている。これは，連合国自身が思想・良心の自由

が重要な人権であり，それを侵害してはならないということを当然の前提としてい

るからである。連合国最高司令官には，そもそも，思想・良心の自由を侵害するよ

うな指示を出す権限は有していないといえるのであるから，思想・良心の自由を侵

害する指示は，権限の濫用・逸脱として法的効力を有しないと解するのが相当であ

る。 

(3) したがって，占領下とは言え，日本政府や企業には，人権侵害を回避するための

可能な措置をとるべきであったし，そのことがまったく期待できない状況ではなか

ったと思われる。 

今，この点を置くとしても，１９５２年４月２８日，日本国と各連合国との間の

講和条約（以下「平和条約」という。）が発効した以降，連合国の占領は撤廃され，

日本国に完全な主権が確立したことに留意されるべきである。政府や企業がＧＨＱ

                                                  
36 平田哲男「レッド・パージの史的究明」１１０頁以下。また，中等教育教職員に対するレッドパージも全都道府県に
及ぶ中で高知県では実施が回避された（明神勲「教員レッド・パージ裁判の検討（一）」釧路論集第１２号別冊９３頁１
９８０年１２月）。 
37 市民的及び政治的権利に関する国際人権規約（自由権規約）第４条は，緊急事態における権利の制限として，「国民 
の生存を脅かす公の緊急事態の場合においてその緊急事態の存在が公式に宣言されているときは，この規約の締結国は，
事態の緊急性が真に必要とする限度において，この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる」（第１項本文）
と定め，戦争，内乱，国内の騒擾・緊張といった公の緊急事態において，個人の権利自由の保護が国家防衛，社会秩序
維持のために一時的に制限される余地を認めたが，その場合においても「第１８条（思想良心及び宗教の自由）の規定
に違反することを許すものではない」（第２項）として，思想良心の自由は公の緊急事態においても一時的効力停止
(derogation)が許されないことを確認している。 
自由権規約は，１９６６年に国連で採択され１９７９年にわが国で発効したものであるからレッド・パージの時代に

直接適用されるものではないが，思想良心の自由がいかなる性格の人権であるかを検討するにつき参照されるべきもの
である。 
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の指示に従いやむを得ずレッド・パージを行ったとしても，１９５２年４月２８日

の占領終了・主権回復後は，自主的にレッド・パージを清算し被解雇者の地位と名

誉の回復措置をとることが十分可能であったし，行うべきであったことは疑いを入

れない。これを放置・容認し，現在に至るまで何らの人権回復措置を行っていない

ことの責任は重いと言わざるを得ない。 
４ 被害の深刻性 

   申立人らは，本件解雇により名誉が著しく害された。また，解雇された申立人らは，

生活の糧である職を失うことにより収入が途絶え，その後の就職活動にも深刻な影響

を与えた。その結果，解雇されなかったと仮定した場合と比較して年金額が低いなど

経済的格差も生じている。その被害は，解雇当時のみならず現在に至るまで続いてお

り，その人生の大半を上記被害が回復されないまま過ごしてきた。 

本件解雇は申立人らのその後の人生を規定したといっても過言ではないのであり，

申立人らが本件解雇により被った被害は極めて重大かつ深刻なものといわざるを得な

い。 
 

第６ 人権救済に関する検討事項 
１ Ｃが使用者と合意した示談について 

Ｃは，１９５６年８月２５日，当時共に解雇された従業員とともに使用者側と示談

し，解決金を受け取っている。当時は，司法的救済を求めて多くの訴訟が全国で展開

されたが，その多くは原告が敗訴する状況であった。他方，共産党に対する偏見があ

るため，再就職が困難であり生活費にこと欠く状況であった。そのため，不本意では

あるが生活の糧をえるために苦渋の選択として使用者側と示談をせざるをえなかった

のである。それゆえ，Ｃが使用者と示談をしたとしても，それにより侵害された人権

が回復されたと評価することはできず，むしろ人権回復されずに未解決のまま残され

ていたと言うことができる。 

したがって，Ｃが示談したことをもって，本件の人権救済を拒むことは正当とは思

えない。 
２ 相手方以外の企業の責任   

日本経営者団体連盟及び各企業が必ずしも不本意にレッド・パージ解雇を実施した

のではないことが推認されること，前記マッカーサーの吉田首相宛各書簡以降レッ

ド・パージに参加した民間企業が合計５３７社，解雇された者が１万０９７２名の厖

大な数にのぼることは前記第３項４に述べたとおりである。 

また，レッド・パージ被害者の数は未だ正確には判明していないが，公務員及び民

間人を含め少なくとも２万人を超えると言われている38。 

したがって，相手方企業がその責任を免れることができないのは当然であるが，そ

                                                  
38 平田哲男「レッド・パージの史的究明」，三宅明正「レッド・パージとはなにか」等。 
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れに加えて，レッド・パージを実施した他の企業も，人権侵害であるレッド・パージ

を正面から受け止め清算することを怠ってきたものと言わざるを得ず，その意味では

本勧告書は，実質的には上記５３７社に対し等しく発せられるべき性質のものである

ことが留意されなければならない。 

３ レッド・パージに関する諸外国の救済に関する裁判・立法例 
(1) イタリアでは，１９７４年及び１９９９年，戦後の一定期間に共産党員や労働組合

員の活動家であることを理由に不当に解雇された民間企業の労働者に対して，解雇

されなければ本来受け取れるはずであった年金分を国が補償する法律が制定された。

また，２００１年には，公務員に対して補償する同趣旨の法律が制定されたと報道

されている39。 

(2) アメリカでは，第２次世界大戦前後にいわゆる反共立法が次々と制定され，冷戦下

において赤狩りが行われた。これに対し連邦最高裁判所（ウオーレンコート）が憲

法上の人権保障の観点から違憲，違法と判示し，その運用に歯止めをかけてきた40。 

 

第７ まとめ 

１ 本件解雇は，申立人らの思想良心の自由，結社の自由，法の下の平等を侵害するも

のである。それにより，申立人らの名誉が傷つき，深刻な被害を生み出している。 

２ 申立人らのようにレッド・パージにより解雇された者の中には，訴訟を提起し司法

による救済を求めた者も多数存在する。しかし，中外製薬最高裁決定にみられるよう

に，多くの裁判では，マッカーサー指示が超憲法的効力を有することなどを根拠に原

告らの要求を退けてきた。人権救済において司法が十分な役割をはたしてこなかった

といわざるをえない中で，申立人らは，救済のための最後の砦として当連合会に対し

て人権救済を求めてきている。レッド・パージという歴史的大事件について，当連合

会が法律家団体として政治的観点を排し，あくまで法的観点から人権擁護の視座に立

ってこれを検証し，申立人らを含めレッド・パージにより解雇された者らの人権救済

を図ることは極めて重要な意義がある。 

３ 本件は今から６０年近くも前に起きたものではあるが，現在においても依然として

職場における思想差別が克服されたわけではない。現在も形を変え類似の被害は繰り

返されている41。 

                                                  
39 ２００１年１月２９日付赤旗。 
40 たとえば反共立法とされるスミス法に対しては，イェイツ対合衆国事件判決（１９５７年６月１７日）において，禁

止されている唱導とは，暴力によって政府を転覆することが必要であるとの「単なる抽象的理論の唱導」ではなく，
そのような目的に向けられた「行動へ人々を扇動するような唱導」であると判示し，言論の自由（合衆国憲法修正第
１条）の観点から人権保障を回復しスミス法の適用範囲を具体的行為・具体的危険性ある場合に厳しく限定する解釈
を行った（畑博行「アメリカの政治と連邦最高裁判所」有信堂高文社１２５頁，背景事情として田草川弘「ニュース
キャスター」中公新書９３頁。「アーサー・ミラー全集Ⅱ」早川書房３５１頁，「エリアカザン自伝下」朝日新聞社
５４７頁など）。 

41 東京電力に関する一連の賃金差別訴訟に関して，平成５年８月２４日前橋地裁判決・判時１４７０号３頁，平成５年
１２月２２日甲府地裁判決・判時１４９１号３頁，平成６年３月３１日長野地裁判決・判時１４９７号３頁，平成６年
５月２３日千葉地裁判決・判時１５０７号５３頁，平成６年１１月１５日横浜地裁判決が，いずれも日本共産党員また
は同党支持者であることなど思想・信条を理由とする賃金査定上の差別，転向強要，不当配転等が不法行為を構成する
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職場において思想・良心の自由，法の下の平等などが保障されるべきことは，過去

の問題ではなく現代的な人権課題である。現在及び将来にわたり，職場において思想

差別が繰り返されないようにするためにも，過去の人権侵害に対してその侵害事実と

責任を認め，救済をしていくことは極めて重要である42。 

とりわけ，占領下という特殊な状況下における人権侵害に対しても救済することは，

どのような状況下におかれても人権は保障されなければならないという，人権の固有

性・普遍性・不可侵性をあらためて確認するという意味においても重要な意義を有す

るものである。 

４ 以上から，当連合会は，内閣総理大臣，Ｙ株式会社及びＺ株式会社に対し，前記人

権侵害に対して，申立人らの被った被害の回復のために，名誉回復や補償を含めた適

切な措置を講ずるよう勧告するものである。 

  なお，申立人らは，アメリカ政府に対しても謝罪と名誉回復等を求めているが，本申

立のうち日本政府及び各企業等に対する名誉回復と補償を求める申立が認められたこ

とに加え，アメリカ政府の責任を問うためにはレッド・パージに関する連合国内の各

国の関与等の分析も不可欠である上，現時点ではアメリカ政府の責任を判断するに足

りるだけの資料が十分ではなく，さらにアメリカ政府の責任を確定するために必要な

調査の結果をまっていては救済が遅れることを考慮し，今回の勧告書ではアメリカ政

府に対する判断を行わないこととした。  

 

以上 

  

                                                                                                                                                  
ことを認めた。関西電力において日本共産党員であることを理由に差別的取扱を受けたことについて争われた事件に関
する平成７年９月５日最高裁第三小法廷判決・裁判所時報１１５４号２２５頁も，違法行為の存在を肯定した。また，
大阪地裁平成１５年５月１４日判決・労判８５９号６９頁（倉敷紡績思想差別事件）は，繊維工業品の製造販売会社が，
共産党員である従業員を昇進昇給などにおいて違法に差別しているとして，その不法行為責任を認め，従業員の会社に
対する差額賃金相当額の賠償のほか，差別的処遇は遅くとも１９７６年５月以降，本件口頭弁論終結時（２００２年１
０月）まで継続していると認定し，従業員の会社に対する差額賃金相当額の賠償，慰謝料等の請求を認容した。 

42
当連合会は，これまでにも治安維持法解職・検挙に関し国，自治体に対し名誉回復，被害回復措置を求める勧告を発

したほか（２００４年），「従軍慰安婦」等戦後補償問題に関し真相究明と被害回復措置を国に求め（「戦争における
人権侵害の回復を求める宣言」１９９３年人権擁護大会），強制連行・強制労働問題に関し国及び当該企業に対し同様
の措置を求める勧告を発し（２００２年），関東大震災時の朝鮮人・中国人虐殺に関し国に対し謝罪と真相究明などを
勧告してきた（２００３年）。 
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西 暦 元 号 対 照 表     

西 暦  年 号    西 暦  年 号  

1945 年  昭 和 20 年    1977 年  昭 和 52 年  

1946 年  昭 和 21 年    1978 年  昭 和 53 年  

1947 年  昭 和 22 年    1979 年  昭 和 54 年  

1948 年  昭 和 23 年    1980 年  昭 和 55 年  

1949 年  昭 和 24 年    1981 年  昭 和 56 年  

1950 年  昭 和 25 年    1982 年  昭 和 57 年  

1951 年  昭 和 26 年    1983 年  昭 和 58 年  

1952 年  昭 和 27 年    1984 年  昭 和 59 年  

1953 年  昭 和 28 年    1985 年  昭 和 60 年  

1954 年  昭 和 29 年    1986 年  昭 和 61 年  

1955 年  昭 和 30 年    1987 年  昭 和 62 年  

1956 年  昭 和 31 年    1988 年  昭 和 63 年  

1957 年  昭 和 32 年    1989 年  平 成 元 年  

1958 年  昭 和 33 年    1990 年  平 成 2 年  

1959 年  昭 和 34 年    1991 年  平 成 3 年  

1960 年  昭 和 35 年    1992 年  平 成 4 年  

1961 年  昭 和 36 年    1993 年  平 成 5 年  

1962 年  昭 和 37 年    1994 年  平 成 6 年  

1963 年  昭 和 38 年    1995 年  平 成 7 年  

1964 年  昭 和 39 年    1996 年  平 成 8 年  

1965 年  昭 和 40 年    1997 年  平 成 9 年  

1966 年  昭 和 41 年    1998 年  平 成 10 年  

1967 年  昭 和 42 年    1999 年  平 成 11 年  

1968 年  昭 和 43 年    2000 年  平 成 12 年  

1969 年  昭 和 44 年    2001 年  平 成 13 年  

1970 年  昭 和 45 年    2002 年  平 成 14 年  

1971 年  昭 和 46 年    2003 年  平 成 15 年  

1972 年  昭 和 47 年    2004 年  平 成 16 年  

1973 年  昭 和 48 年    2005 年  平 成 17 年  

1974 年  昭 和 49 年    2006 年  平 成 18 年  

1975 年  昭 和 50 年    2007 年  平 成 19 年  

1976 年  昭 和 51 年    2008 年  平 成 20 年  




